
 

 

 

 川崎市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 ８ 年 ６ 月３０日 

 

       川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市規則第６０号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



川崎市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

川崎市市税条例施行規則（昭和２５年川崎市規則第２８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表様式目次中 

「 

第５５号様式

の９の３ 

 改修実演芸術公演施

設申告書 

条例附則第１１項 

」 

を 

「 

第５５号様式

の９の３ 

 改修特別特定建築物 

に係る
固定

都市

資

計

産

画

税

税減 

額申告書 

条例附則第１１項 

」 

に改める。 

別表第５５号様式の９の３を次のように改める。 

  



第５５号様式の９の３ 

 

  



附 則  

（施行期日）  

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置）  

２ 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる  

 。  

 


